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「市立函館博物館」
　函館博物館は、1879（明治12）年の開拓使函館仮博物場を前身とし、地方博物館の先駆け
として開館しました。1966（昭和41）年には、現在の市立函館博物館本館が開館し、今年で
50年を迎える総合博物館です。自然史・考古・歴史・民俗・民族・美術の多分野にわたる所蔵
資料「函博コレクション」は、70万点に及びます。明治期に収集された資料や当時の展示ケー
スなど、博物館の歴史を物語る資料も所蔵しています。
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所在地	 〒 040-0044
　　　　　函館市青柳町 17番 1号

TEL	 0138-23-5480

FAX	 0138-23-0831

開館時間	 	4 月～ 10月：午前 9時～午後 5時
（入館は午後 4時 30分まで）

	 	11 月～ 3月：午前 9時～午後 4時 30分	
（入館は午後 4時まで）

休館日	 	月曜日・毎月最終金曜日（特別展・企画展等期
間中は除く）

	 	祝日（特別展・企画展等期間中、ゴールデン
ウィーク期間中、11月 3日は除く）

	 年末年始（12月 29日～ 1月 3日）
	 その他展示替えなどによる臨時休館

常設展
　観覧料	 一般　個人 100円／団体（10名以上）80円
	 学生・生徒・児童　個人 50円／団体 40円
	 高齢者（函館市在住で65歳以上）　50円
	 	函館市に住所を有する、又は市内の学校に在学す

る小・中学生、心身に障がいのある方と付添いの
方、未就学児は無料。

	 ※常設展期間の日曜日は無料となります。
	 ※	学生・高齢者・障がいのある方は、証明書の提

示をお願いします。
	 ※	その他、特別展・企画展等については別料金と

なることがあるため、詳しくはお電話などでお問
い合わせください。
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●「市立函館博物館」のご紹介 ●

　組合の事務局には、組合の役員や組合員など多くの人が訪れます。関係者の様々な思惑が交差する中で、事務
局としてそれぞれの利害を考慮しつつ業務を推進することは常に多くのストレスを抱え、精神的な負担も増大
します。
　ストレスチェックを通じて、自身のストレス状態を把握し心の病気を予防するとともに、他人のストレス状
態を把握して相手のストレスを和らげる手法を身につけるための研修会を実施します。
　※　	ご案内の文書はニュースレポート中央会10月号に同封します。研修会後は、参加者の交流の場も設けて

いますので、多数のご参加をお待ちしています。

1．開催日時：平成28年11月18日（金）15：30～
2．開催場所：	プレミアホテル中島公園札幌	

（旧ノボテル札幌）
3．テーマ及び講師
　テーマ：	ストレスを抱える女性役職員の皆様必見 !!	

『上手なストレスとの付き合い方について』
　講　師：	株式会社　心理カウンセリング・ココ	

代表取締役　東　一恵　氏	
・上級心理カウンセラー	
・キャリアアドバイザーなど 昨年の研修会の様子

女性研修会　開催予告！！女性研修会　開催予告！！



　8月3日、ホテル札幌ガーデンパレスにおいて、平成28年度中小企業団体全道大会を開催した。大会には、全道
各地から中小企業団体の関係者等約220名が参加し、当面する重点要望事項をはじめとするすべての提出議案
を全会一致で採択・決議した。
　大会は、冒頭に本会 尾池一仁会長が、「道内中小企業が直面する課題解決に向けた要望事項について決議を
得て、その実現のため、時機を逸することなく要望活動を展開していきたい」と主催者挨拶を述べ、来賓を代表し
て北海道経済産業局 児嶋秀平局長、北海道労働局 田中敏章局長、北海道 高橋はるみ知事、北海道議会 遠
藤 連議長、札幌市 町田隆敏副市長からそれぞれご祝辞をいただいた後、出席された来賓の方々の紹介を行っ
た。
　続いて、全国中小企業団体中央会 加藤篤志常務理事より中小企業を取り巻く情勢報告があり、各政党を代表
して自由民主党北海道支部連合会 布川義治副会長、公明党北海道本部 阿知良寛美幹事長代行、民進党北海道
総支部連合会 市橋修治幹事長より挨拶をいただいた。
　本会 戸澤 亨副会長（北海道菓子卸商業組合 理事長）を議長に行われた議案審議では、まず、昨年の大会決議
に基づく要望項目及び要望活動について、本会 福迫 均専務理事から報告を行った。
　続いて5項目の提出議案について5名の役員から趣旨説明が行われ、満場一致で採決され、道をはじめとする
関係機関に対し要望していくこととした。

札幌市　町田副市長

北海道経済産業局　児嶋局長

全国中小企業団体中央会　加藤常務理事

北海道　高橋知事

議長　戸澤副会長

北海道労働局　田中局長

尾池会長

北海道議会　遠藤議長

中小企業団体全道大会開催！中小企業団体全道大会開催！平成28年度
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提　出　議　案

当面する重点要望事項

概　　要
　国においては、昨日（8月2日）の経済対策の閣議決定を受け、補正予算の編成が指示され、並行して、来年
度予算の概算要求作業も進行している。
　また、秋に召集される臨時国会では、補正予算案とともに、消費税関係法案の審議も予定され、政府与党
の税調では、今後、来年度の税制改正に向け議論が重ねられていくことから、国に求めていくもののうち、
強く訴え、早急に働きかけを行っていく必要があるものを「当面する重点要望事項」として抜き出して決議
し、時機を逸することなく、速やかに要望活動を展開したい。

1　即効性のある景気対策の実施
　いまだ景気回復を実感できない中小企業・小規模事業者にアベノミクスの恩恵を行
き渡らせるため、大胆な内需拡大策を盛り込んだ平成28年度第二次補正予算の措置な
ど即効性のある大型の景気対策を講じること。
　とりわけ、道路、空港・港湾、新幹線など物流と観光を支える交通ネットワークや防
災・減災のための社会資本の整備に向けた公共事業予算の確保と中小企業・小規模事業
者への受注機会の拡大に配慮すること。

2　低廉で安定的な電力供給に向けた早急な対策
　高額な電気料金は、中小企業・小規模事業者の収益を著しく圧迫していることから、低廉かつ安定的な電力
の供給と料金の引き下げを図るための早急な対策を講じること。
3　「ものづくり補助金」の継続実施
　「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」は、中小企業の革新的な設備投資や新商品・新サービスの開
発などを促し、現状を打開するための強力なインセンティブとなるとともに、地域経済の活性化に相当な効果
をもたらしていることから、継続実施すること。
4　為替相場の安定と影響を緩和する支援策
　英国の EU離脱などに伴う為替相場の急激な変動は、原材料や燃油等の価格を不安定なものとし、中小企
業・小規模事業者の経営や地域経済に多大な影響を与えることから、為替相場の安定に努めるとともに、変動
の影響を緩和する適時適切な支援策を講じること。
5　消費税率引き上げに向けた万全の対策
　消費税率引き上げに伴う軽減税率とインボイス方式の導入は、中小企業・小規模事業者にとって影響が重大
であることから十分な準備期間をとり、円滑な対応ができるよう万全な対策を講じること。
6　外形標準課税の中小企業への拡大は断固反対
　法人事業税の外形標準課税の中小企業・小規模事業者への適用拡大は、労働分配率が8割にも達する中小企
業・小規模事業者の従業員給料にも課税され、アベノミクスの賃上げ政策にも逆行することから絶対行わない
こと。
7　地域経済の好循環を生み出すための商店街支援策
　地域で生み出された付加価値による消費活動を活発化させ、資金を地域に還元させることにより、地元への
投資を促し、新たな産業や雇用の創出を生み、暮らしの場であるまちづくりが促進されるよう、継続的な商店
街のにぎわい創出、集客力促進、販売力向上や商店街地域の安全・安心の確保など、地域コミュニティの担い手
である商店街の体質強化に資する事業への支援策を講じること。

議案説明者　小西副会長
（札幌公衆浴場商業協同組合理事長）
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1．実効ある景気・雇用対策の確実な実施

概　　要
　道内経済は外国人観光客の増加や北海道新幹線開業の効果が期待されながらも、中小企業・小規模事業者
の多くは景気回復を実感できるまでには至っていない。
　また、経営者の高齢化、後継者難などに加え、人手不足、原材料価格の高騰、電気料金の値上げ、加えて株式
や為替の不安定な値動きなどにより先行きへの懸念が強まっている。
　このような中、地域経済を持続的に発展させるためには、それを牽引する中小企業・小規模事業者の経営
環境を整備し、事業活動を活発化させることが最重点課題であり、国や道に対し、中小企業・小規模事業者が
等しく景気回復を実感できるよう以下の5項目の実現を求める。

［重点要望事項］
1　平成29年度に向けた景気対策予算措置
2　公共事業の発注量の確保と計画的な実施
3　人材確保、育成、定着のための支援策の強化
4　ものづくり産業への支援の強化
5　「食」と「観光」の積極的な振興策

2．より積極的な中小企業・小規模事業者対策の実施

概　　要
　中小企業・小規模事業者は、地域経済の原動力であるので、現状の停滞から脱却し、持続可能な好循環をつ
くり出すためには、その事業活動を活発化させることが最も重要である。
　ついては、中小企業者・小規模事業者に活力を与えるためのより積極的な対策として、以下の7項目の実
現を求める。

［重点要望事項］
1　中小企業連携組織対策事業の円滑な推進
2　事業活動を促進するための支援策の強化
3　融資制度の拡充
4　信用補完制度の安定と信用保証協会の経営基盤の強化
5　中小企業振興基本条例等の制定促進
6　外国人技能実習制度の拡充強化
7　円滑な事業承継のための税制や金融支援策の拡充

3．官公需適格組合制度の浸透と中小企業・小規模事業者の受注機会の増大

概　　要
　国や道では、「中小企業者に関する国等の契約の方針」、「中小企業者等に対する受注機会の確保に関する
推進方針」を毎年度定めているが、発注機関の官公需適格組合に対する認知度は依然低く、中小企業・小規模
事業者に対する発注は頭打ちとなっている。
　ついては、官公需適格組合制度をはじめ、国や道の取組方針の趣旨を周知徹底、浸透させ、中小企業・小規
模事業者の受注機会を増大させるため、以下の9項目の実現を求める。

議案説明者　山本副会長
（函館商工信用組合　理事長）

議案説明者　臼井常任理事
（協同組合日専連とかち　理事長）
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［重点要望事項］
1　受注機会の確保と増大
2　官公需適格組合制度の浸透
3　競争参加資格審査における点数加算の理解
4　分離・分割発注の推進
5　適正な単価設定による発注
6　最低制限価格制度の適用の拡大
7　少額随意契約制度の積極的な適用
8　官公需における新規事業者への配慮
9　競り下げ方式（リバースオークション）の導入反対

4．地方創生を担う商店街振興策の拡充強化

概　　要
　商店街は、地域経済の発展に重要な役割を担い、商品やサービスを提供するだけでなく、生活や暮らしを
支え、多様なコミュニティ機能を形成しているが、少子高齢化や人口減少といった社会構造の変化、郊外型
商業施設の増加などによって、中心市街地や地域商店街の基盤が衰退し、厳しい環境下に置かれている。
　こうしたことから、時代の変化に対応しながら、地方創生に向けた役割の重要性を認識し、商店街が長期
的に発展していくために、以下の5項目の実現を求める。

［重点要望事項］
1　地域のまちづくりに向けた運用強化
2　地域活性化への支援
3　法人格を持った商店街組織に対する優遇措置
4　組織運営に対する強化
5　防災・減災の備えと初動体制への支援策

中央会会長表彰

今回の中小企業団体全道大会において、中央会会長表彰として優良組合3組合、組合等功労者24名（役員18
名、組合員6名）、優良組合専従者1名、本会永年勤続優良職員1名に対して尾池会長から北海道中小企業団体
中央会会長表彰が授与されました。おめでとうございます！

北海道中央会会長表彰（順不同、敬称略）

☆ 優 良 組 合 ☆
・函館クリーン事業協業組合：理事長　久保　俊幸
・北見地方生コンクリート協同組合：理事長　吉野　典孝
・協同組合北見園芸協会：理事長　田巻　秀隆

☆ 組 合 等 功 労 者 ☆
（役員）
・丸山　一彦：情報創造事業協同組合　副理事長
・奥野　　誠：北海道自転車軽自動車商業協同組合　前理事長
・川端　　直：北海道環境整備事業協同組合　元理事
・武田　昭二：北海道化粧品小売協同組合　前理事長
・齋藤　一史：恵庭まちづくり協同組合　理事長
・宮内　光則：恵庭まちづくり協同組合　前理事長
・秋山　靖典：日高東部運送事業協同組合　理事長
・平田　昭市：函館建築板金事業協同組合　理事長
・千葉　茂光：函館駅二商業協同組合　副理事長
・成田　義幸：函館駅二商業協同組合　専務理事
・佐藤　冬樹：道北電気工事業協同組合　理事
・田口　伸也：十勝電気工事業協同組合　理事
・玉田　晃一：十勝電気工事業協同組合　理事
・竹田　悦郎：十勝電気工事業協同組合　監事

・高田　安雄：十勝電気工事業協同組合　監事
・藤川　一三：帯広地方自動車車体整備協同組合　理事長
・山田　信彦：帯広地方自動車車体整備協同組合　理事
・佐々木俊三：なかしべつポイントカード協同組合　元監事

（組合員）
札幌鉄工関連協同組合
　・有限会社岩野鉄工所（代表取締役　岩野　博皓）
　・株式会社北海道アルバイト情報社（代表取締役　村井　俊朗）
札幌公衆浴場商業協同組合
　・中澤　利夫
札幌左官工事業協同組合
　・有限会社宏栄左官（代表取締役　千葉　隆博）
北海道鍼灸マッサージ柔整協同組合
　・阿部　譲治
北海道環境整備事業協同組合
　・株式会社CRC（代表取締役　江本　茂松）

☆ 優 良 組 合 専 従 者 ☆
・本郷　　明：朝日地区環境維持協同組合　業務処理責任者

☆ 中 央 会 永 年 勤 続 優 良 職 員 ☆
・松野　宏志

議案説明者　山田副会長
（情報創造事業協同組合　相談役）

議案説明者　菊池常任理事
（北海道商店街振興組合連合会理事長）

4



記　念　講　演

神戸国際大学 経済学部教授 中村智彦氏を講師に迎え「生き残る中小企業の条件」と
題して記念講演が行われた。
講演の中で中村氏は、現代では「より良い物をより安く」といった風潮が染みついて

しまっているが、付加価値を付けて「より良い物をより高く」販売するために企業など
が様々な方策をとっていく必要性を強調。また、大流行しているスマートフォンゲーム
の「ポケモンGO」が、GPS で位置情報を把握し、その位置情報にポケモンの情報を加
えている仕組みをあげ、企業の情報をインターネットなどに正しく出すことによって、
顧客を増やせる可能性があることも示唆され、わかりやすく快活な講演に、参加者は熱心に耳を傾けていた。

懇親パーティー

記念講演終了後は、本会 鹿森恭子監事の司会のもと懇親パーティーが行われ、本会 朝倉幹雄副会長の主
催者挨拶後、北海道 阿部啓二経済部長の乾杯で開宴。参加者が終始和やかに交流し、中小企業基盤整備機
構 戸田直隆北海道本部長による中締めで全ての日程を終了した。

　8月5日、尾池会長及び福迫専務理事が中小企業団体全道大会
で決議された「当面する重点要望事項」について、北海道経済産業
局、自民党北海道支部連合会、公明党北海道本部に対して要望を
行った。
　当日は、午前10時30分から北海道経済産業局 伊藤英喜産業部
長、午前11時20分から自民党北海道支部連合会 布川義治副会長
に対して尾池会長から、午後1時30分から公明党北海道本部 涌
井国夫副代表に対して福迫専務理事からそれぞれの要望に対す
る特段の配慮をお願いした。
　※�要望内容につ
いては本誌2
ページを参照

伊藤産業部長に要望書を手渡す尾池会長

涌井副代表に要望書を手渡す福迫専務理事布川副会長に要望書を手渡す尾池会長

講師　中村智彦氏

鹿森監事 朝倉副会長 北海道　阿部経済部長 中小企業基盤整備機構
戸田北海道本部長

北海道経済産業局、自民党北海道支部連合会、公明党北海道本部
に対して「当面する重点要望事項」の要望活動を実施！
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ちょっと
一息
「業界   　  話」こぼれこぼれ

シリーズ

　北海道炭酸カルシウム工業組合は、昭和34年5月に道内で重質炭酸カルシウム製品の生産を営む事業者4社に
より設立されました。
　主な事業は、組合員の取り扱う重質炭酸カルシウム製品の共同製造や共同販売などのほか、重質炭酸カルシウ
ム工業に関する調査研究を行っています。

組合の紹介

今回は、北海道炭酸カルシウム工業組合　常務理事　後藤　隆氏よりご寄稿いただきました。ありがとうございました。

　重質炭酸カルシウムは、採掘した石灰石をそのまま粉砕・分級（粉砕した粉に含まれている様々な大きさの粒
子を大小に分ける作業のこと）したもので、道内では主に農業における土壌の酸性度を中和するための肥料や融
雪剤、道路を造る際のアスファルト合材の安定度を増すため使われています。
　このほかにも、より純度の高い重質炭酸カルシウムは、プラスチック製品に混ぜて強度や安定性を増して変形
などを防ぐために使われるほか、食品製造分野ではカルシウム分の補充として、ソーセージやビスケットなどの
食品にも添加物として使用されているなど、あまり知られてはいませんが、意外と皆さんの身近なものに使われ
ています。

重質炭酸カルシウムとは？

　日本では、海の中で育ったサンゴ礁が長い年月をかけて堆積した石灰石を採掘できる場所が全国に数多く存
在し、埋蔵量も大変豊富です。当業界で扱っている重質炭酸カルシウムのほかにも、石灰石を高温で燃焼して作
られる「生石灰」、生石灰を水と反応させて作る「消石灰」など「軽質炭酸カルシウム」に姿を変え、様々な用途で大
量に使われていますが、外国からの輸入に頼ることはなく、国内のみの生産で確保できています。

国内でまかなえる数少ない資源

　重質炭酸カルシウムの価格についてご存知の方は少ないと思います。生産地や品質などにより価格の変動は
ありますが、だいたい20kgで300～600円程度が相場になっており、とても安い価格で取引されています。
　しかしながら、農業においては土壌管理のために必要不可欠であることなどから、多くの生産者の方々に利用
されており、当業界も電力料金の値上げなど、厳しい環境のなか、利用しやすい価格を維持するため努力してい
るところです。

重質炭酸カルシウムの価格について

　当組合は、あと3年で設立から60年の節目を迎えます。これからも畑作や酪農など、道内の基幹産業である農
業を陰ながら支え続け、当組合もさらなる歩みを進めていきたいと思います。

組合及び当業界のPR

炭酸カルシウム製造業の話

　当組合では、重質炭酸カルシウムのさらなる活用法を見つけるため、作農で
は畑に撒く場合と撒かない場合での収穫量の違い、放牧草地では牛のエサとな
る牧草を早く育てるために融雪剤として撒いた際の効果などを試験しており、
実際にこれら2つの検証では、重質炭酸カルシウムを撒いた方が効果的である
というデータが得られています。
　より多くの分野で重質炭酸カルシウムを利用してもらうため、データに基づい
て生産者に提案していくことが、当業界の発展につながってくると考えています。

重質炭酸カルシウムの新たな可能性を探して
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　話題になったスマートフォン向けゲーム「ポケモ
ンGO」は、新聞紙面の1面を飾るなど、一種の「社会
問題」になりました。道内でもゲームに夢中になりヒ
グマらしい動物に遭遇するハプニングもあったと
か。このゲームには欠かせないインターネット環境
は、もはや私たちの生活上必要不可欠なツールに
なっていることを実感します。ところがこれに伴い
近年、Facebook や Twitter を代表とする SNS の
利用に関し、企業内で問題になることも増えてきま
した。社員が気軽に投稿した内容が企業のコンプラ
イアンス上問題になったり、風評被害が生じたりす
るケースがあるからです。そこで今回は、A 社の事
例を通してこれらの問題点や就業規則上の服務規律
の整備、見直しなどを考えます。

【A社の事例】
　当社は10年ほど前に創業し、リサイクルショップ
を数店舗展開している企業で、社員はパートなども
含めて30名ほど在籍しています。創業当初から店舗
販売だけではなく自社のホームページも立ち上げ、
ネット販売にも力を入れ、業績は堅調に推移してお
ります。
　ところが先日ある社員が個人のホームページに会
社への不満や中傷するような書き込みしていること
がわかり、その影響かどうか不明ですが、ネット販売
の売り上げが減少していることが判明しました。ま
た会社のホームページの掲示板にも内部情報である
と思われる書き込みがあり、ホームページの管理会
社に調査を依頼したところ、同一社員が行っている
らしきことも確認できました。このまま放置すれば
売り上げ減少や対外的信用も失墜する虞れがあるこ
とから、解雇も含めた懲戒解雇処分を検討していま
す。

【対応とポイント】
　インターネットは誰でも情報発信ができるメディ
アですが、情報発信者の匿名性という特徴があり、匿
名性ゆえの組織や利害関係に捕らわれない自由な発
言がある一方で匿名性を悪用した無責任な発言があ
ります。また社員が深く考えることなく SNS へ投
稿した内容が、秘密にすべき職務内容や利用者との
個人情報を外部に漏らすこととなり、インターネッ
トを介して当該社員に非難が集中したり、会社の責
任として大きく取り上げられたりして、就労環境を
悪化させるばかりではなく事業運営に致命傷を与え
ることもあります。そこでこれらの影響力や正しい
使い方についてあらかじめ教育・研修を行うことは
もちろんのこと、スキのない就業規則の見直し・整備
が必要になるのです。ぜひ早急に取り組まれること
をお薦めします。
（服務規律条項の参考例）
　・�社員は、会社が貸与したパソコンを業務以外の目
的で使用し、又はインターネットに接続してはな
らない…

　・�ホームページ、ブログ、twitter（ツイッター）、
SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）
又は電子メール等のインターネット上で、他人を
誹謗中傷しないこと…

　・�ホームページ、ブログ、twitter（ツイッター）、SNS
（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）又は
電子メール等のインターネット上に、業務上知り
得た内容及び図画を
掲載しないこと…

　このような条項のある
なしで、A社が検討してい
る懲戒処分等の対応にお
いては有用な就業規則に
なります。ご参考までに。

特定社会保険労務士特定社会保険労務士
森　隆幸森　隆幸

就業規則の見直し
～ネット社会における今日的課題～
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はじめに
　第8回目は、北海道農薬卸協同組合の組合員企業「株式会社サングリン太陽園」（平成25年度補正ものづくり・商
業・サービス革新事業）の取組について紹介します。

会社の概要
　株式会社サングリン太陽園は小樽市で大正6年（1917年）に
創業し、医薬品・工業薬品の販売から始まり、その後農薬・防除
機販売の専門業者として道内の農協などへの農薬やハウス関
連資材などの卸売（農業生産資材事業）のほか、同社では、地産
地消を強く意識し、地場農産物を販売する直売所も開設・運営
（農作物販売事業）しています。
　また、平成元年（1989年）に農薬を散布する際に使用する無
人ヘリコプターを北海道で初めて導入して以来、その普及にも
努めており、グループ会社による無人ヘリコプターの販売や散
布飛行の知識や技術をもったオペレーターの育成も行っていま
す。

ものづくり補助金申請の経緯
　近年では、無人ヘリコプターによる農薬散布は、散布にかかる時間の短縮や作業の効率化が図れるため導入が進
み、平成25年（2013年）時点で道内の全水稲面積の約53％が無人ヘリコプターによって行われており、同社はその
うちの約57％を受注するなど、道内でトップシェアを有する企業として精力的に営業していました。
　しかし、防除作業を行うにあたっては、散布計画を作成する際に膨大な紙ベースの圃

ほじょう

場（作物を栽培する田畑や農
園のこと）地図を使用し、作業後についても作業員（オペレーター）から散布した圃場や散布量などを細かく記入した
報告書を提出してもらい、その後同社で集計・分析する必要があるなど、大変な労力がかかっていました。
　この仕組みを改善しようと考えていた矢先、北濱宏一代表取締役が口コミでものづくり補助金の存在を知り応募、
採択を得ました。

現場の声を取り入れたGISシステムを製作
　採択後、新たな仕組みの構築に向け、実際に無人ヘリコプ
ターで防除作業を行う作業員から意見を取り入れながら、仕組
みの開発を元システムエンジニアである同社の白川係長が中
心となり進めました。
　まず、紙ベースの圃場地図を全てGIS（※）上で表示し、散布対
象圃場や散布する農薬の種類など、多くの情報を電子化するこ
とで、今まで膨大な量の紙ベースの圃場地図と向き合っていた
作業がなくなったほか、現場の作業員に配布されたiPadなどの
モバイル端末に、その場で散布した圃場などの情報を入力すれ
ば、直接システムにインプットされる仕組みを作りました。

開発したGISシステムの一画面

同社が運営している直売所

第 8 回  ものづくり補助金活用事例紹介 
農業生産者の防除作業の効率化及び生産物の高品質化並びに環境への負担軽減化を実現するため、
無人ヘリコプターによる正確な防除作業と安全性の向上を可能にする GIS システムの開発
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　また、農薬を散布する際の要注意箇所（学校・通学路・病院・民家等）や障害物（電柱・送電線等）を同じくGISの圃場
地図データ上に表示したほか、無人ヘリコプターが危険物に近づくと、端末からアラームが鳴る仕組みなどを開発し、
現場の作業員がわかりやすく安全管理できるシステムができました。
※GIS…�地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を持ったデータ（空間データ）を総合的に管理・加工し、視覚的に

表示し、高度な分析や迅速な判断を可能にする技術のこと。

多くの方に喜ばれるシステムを目指し、改良は続く…
　完成したシステムに加え、平成25年に農薬の積載量が従来の
約2倍、自動でホバリングが可能な高性能の無人ヘリコプター
「FAZER（フェザー）」を同補助金で購入し、万全の体制でシステム
の運用実験が行われました。
　実験の結果、現場の作業員からは「使い勝手がとても良い」と好
評であったほか、農薬散布を依頼された農家に対しても「散布した
箇所が色付きで表示されるため説明しやすい」などの評価を得る
ことができました。
　しかし、白川係長は「完成はありません。現在もプログラムを入
力し、試行錯誤を繰り返しています。こからは顧客である農家の方
の生産履歴や土壌診断結果などをGISに組み込み、内部だけでなく、外部からも喜ばれるシステムにしていきたいと
考えています。」と話していました。

ものづくり補助金を活用して
　ものづくり補助金について、申請当初から開発などに携わってきた同社の中居次長は、「もともとこのような開発を
行う予定だったので、無人ヘリコプター購入といったハード面での助成やシステム開発に係る人件費を賄えたことが
ありがたかった。一つの申請でこれだけ高額の補助をしていただける制度はないので、活用できて本当に良かったで
す。」と話していました。

終わりに
　今回の取材で同社を訪れた際、玄関に入ると無人ヘリコプター「FAZER」が出迎えてくれました。本誌に掲載する
写真撮影用のため、わざわざ用意してくれていたのです。下の写真では、「FAZER」の魅力が十分伝わらないかもしれ
ませんが、実際に見ると、約3.6mあるその機体はとてもスタイリッシュな外観でした。
　この無人ヘリコプターに同社の開発したGISシステムが搭載され、熟練した作業員による操縦が融合することによ
り、自由自在に空を飛んで、より正確な作業を行うことができることとなります。
　これからも無人ヘリコプターによる農薬散布の需要は増えてくるとのことです。同社のGISシステムが今後普及する
ことで、より身近に、空を駆ける無人ヘリコプターを見つけられる日は近いのではないかと感じました。

株式会社サングリン太陽園

〒003-0030
札幌市白石区流通センター6丁目1番18号
TEL（011）892-6281
FAX（011）801-2183
http://www.sun-green.co.jp/

運用実験の様子

産業用無人ヘリコプター「FAZER」
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平成 28年度
中央会助成事業
のご案内

パンフレット作成、ホームページ開設などに
かかる費用の一部を助成します！！

「平成 28 年度取引力強化推進事業」補助金（二次公募）

  1　事業の概要
　本会の会員組合が、共同事業の活性化や受注促進等の取引力を強化するためにホームペー
ジの開設、組合PR用パンフレットの作成等を行う際の費用の一部を助成します。（精算払）

  2　対象組合
　本会の会員組合で、小規模組合（組合員の2分の1以上が小規模事業者である組合）
　※小規模事業者：常時使用する従業員が20人以下（商業・サービス業は5人以下）

  3　対象事業
①サイト作成、システム構築
　例）ホームページの抜本的見直し、ネット販売システムの構築
②組合PR用パンフレットの作成
　例）ユーザー向けの組合事業、組合員企業紹介パンフレット
　　※イベント告知等のチラシ、パンフレット作成は対象外です。
③商品パッケージの改良
　例）ロゴ・統一パッケージの検討、作成
④商店街、共同店舗等エリアマップの作成
　※そのほかにも対象となる事業もありますので、お気軽にお問い合せ下さい。

  4　助成金額
　1組合10万円（15万円以上の対象経費を要する事業に対し、10万円を助成します。）

  5　対象経費
　謝金、旅費、消耗品費、印刷費、会場借上料、通信運搬費、委託費

  6　募集定数
　全道で5件を予定しています。

  7　公募期間
　平成28年9月1日（木）から平成28年9月23日（金）　必着

  8　採択発表
　平成28年10月上旬

  9　お問い合わせ・応募方法
　事業の詳しい概要や申請用紙の入手等は本会ホームページをご覧いただくか、本部連携支
援部又は各支部にお問い合わせ下さい。 （担当：本部連携支援部　小枝、佐々木）
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固定資産税の軽減措置について

●�中小企業者が取得する新規の機械装置について、一定の要件を満たした場合、3
年間、固定資産税を1/2に軽減。

●�史上初の固定資産税での設備投資減税。赤字企業にも大きな減税効果が期待。

●�政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証
等により円滑な資金調達を支援。

【支援対象】 ▶中小企業者（※）が経営力向上計画に基づき取得する新規の機械装置（新品）
� 　※中小企業者：資本金1億円以下等、大企業の子会社除く
� ▶生産性を高める機械装置が対象
� 　※�既存の設備投資減税（生産性向上設備投資減税）の支援要件（①160万円以

上、②生産性1％向上（10年以内に販売開始）、③最新モデル）のうち①、②を
満たした機械装置が対象です。中小企業への配慮から、③は、要件から除外。

【特　　例】 ▶固定資産税の課税標準を3年間1/2に軽減

①商工中金による低利融資　�中堅クラス向け�　 中小企業者向け 
　経営力向上計画を策定した場合、商工中金の独自の融資制度により、低利融資を
受けられる。

②中小企業信用保険法の特例　 中小企業者向け 
　中小企業者は、経営力向上計画の実行（※）にあたり、民間金融機関から融資を受
ける際に、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の別枠の追加保証や保
証枠の拡大が受けられる。� ※新事業活動に該当する事業
○保証限度額の別枠・保証枠の拡大

通常枠 別枠
普 通 保 険 2億円（組合4億円） 2億円（組合4億円）
無 担 保 保 険 8,000万円 8,000万円
特 別 小 口 保 険 1,250万円 1,250万円
新事業開拓保険
海外投資関係保険 2億円→3億円（保証枠の拡大）

③中小企業投資育成株式会社法の特例　 中小企業者向け 
　経営力向上計画の認定を受けた場合、通常の投資対象（資本金3億円以下の株
式会社）に加えて、資本金額が3億円を超える株式会社も中小企業投資育成株式
会社からの投資を受けることが可能に。

④日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット　 中小企業者向け 
　経営力向上計画の認定を受けた中小企業者（国内親会社）の海外支店又は海外
現地法人が、日本公庫の提携する海外金融機関から現地通貨建ての融資を受ける
場合に、信用状を発行して、債務の保証を実施できる。
　○補償限度額：1法人あたり最大4億5000万円
　○融資期間：1～5年

⑤中小企業基盤整備機構による債務保証　�中堅クラス向け�
　中堅クラスの企業等、信用保険法の特例が措置されていない中小企業者以外の者
が、経営力向上計画を実施するために必要な資金について、保証額最大25億円（保
証割合50％、保証料率　有担保0.3％、無担保0.4％）の債務の保証を受けられる。

⑥食品流通構造改善機構による債務保証　�中堅クラス向け�　 中小企業者向け 
　食品製造業者等は、経営力向上計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を
受ける際に、食品流通構造改善機構による債務の保証を受けられる。

その他の金融支援について

記載された

【適用期間：3年間（平成30年度末までの投資）】
※中小企業等経営強化法の施行日以降に取得した資産が対象適用期間

制度

特例措置

中小企業者
（赤字法人含む）

策定

認定 事業所管
大臣

経営力向上計画
（設備投資・人材育成・経営手法改善等）

経営力向上設備

（生産性向上設備に係る）
固定資産税の特例
1/2軽減（3年間）

取得 特例
取得 特例

※例：平成28年に取得した設備は、平成29年1月1日時点に所有する資産として申告され、
平成29、30、31年度の3年間固定資産税が軽減されます。

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度

取得 特例

特例対象・内容
金属加工機械 ソフトウェア組込型（NC）複合加工機

経営力向上計画を策定 「経営力向上計画」とは
人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により、事業者の生産性を向
上させるための計画です。
具体的には、現状認識、目標、取組内容などを記載する実質2枚の様式により策定します。

認定支援機関などが
サポート

計画策定に際しては、申請の手引きや本計画の概要を以下のページに掲載しております。

計画策定・認定にあたっては支援機関によるサポートを受けられます！

担当省庁による認定 事業分野ごとの担当省庁に事業分野別指針等にのっとって計画を提出し、認定を受けます。
提出は郵送でも受け付けています。
詳しくはホームページでご確認ください。

固定資産税の軽減措置 利 用 で き る 方：資本金1億円以下の会社、個人事業主など
対 象 設 備：160万円以上の機械及び装置であること（新品）
要 件：生産性が年平均1％以上向上する設備　など
軽減を受けられる代表的な設備等、税制について詳しく知りたい方はホームページに要件や対象設備、FAQ等を
掲載しております。

その他の金融支援 中小企業向け：信用保証協会による信用保証の枠の拡大　など
中堅企業向け：独立行政法人中小企業基盤整備機構の債務保証　など
以上のような様々な支援が受けられます。

経営力の強化を実現 お問合せ先� 経営力向上計画相談窓口
 中小企業庁　事業環境部　企画課

� TEL：03-3501-1957（平日9：00-12：00、13：00-17：00）

申請書はたった2枚

3年間、1/2に軽減

1 2

04

03

02

01

詳しくはこちら 検 索経営強化法—

詳しくはこちら 検 索経営革新等支援機関—

詳しくはこちら 検 索経営強化法—

中小企業等経営強化法（平成28年7月施行）による支援の流れ

対象設備の例
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天気図の見方　各景況項目について調査月と前年同月を比較して、「増加」（または「好転」）業種割合から「減少」（または「悪
化」）業種割合を差し引いた値（D・I 値）をもとに作成。その基準は上記のとおりである。

※矢印部分は、前年同月を比較して増加又は好転「 →」・不変「→」・悪化又は減少「→ 」を各業界ごとに平均して算出

景況天気図（前年同月比）
業界の景況 売上高 収益状況 販売価格 取引条件 資金繰り 雇用人員

全 業 種

製 造 業

食 料 品 → → → → → → →
繊 維 工 業 → → → → → → →

木材・木製品 → → → → → → →

紙・紙加工品 → → → → → → →
印 刷 → → → → → → →
窯業・土石製品 → → → → → → →

鉄 鋼・ 金 属 → → → → → → →

一 般 機 器 → → → → → → →
そ の 他 → → → → → → →

非 製 造 業

卸 売 業 → → → → → → →
小 売 業 → → → → → → →
商 店 街 → → → → → → →
サ ー ビ ス 業 → → → → → → →

建 設 業 → → → → → → →

運 輸 業 → → → → → → →

そ の 他 → → → → → → →

△7.5 △10.8 △14.0 △1.1 △1.1 △3.2 △8.6

△18.2 △9.1 △15.2 0.0 △6.1 △12.1 △15.2

△1.7 △11.7 △13.3 △1.7 1.7 1.7 △5.0

（凡例） 30以上 10以上〜
30未満

△ 10未満〜
10未満

△ 10以下〜
△ 30未満 △ 30以下

景況、売上高が改善傾向にあるも　収益状況は依然低く推移
7月の道内景況　情報連絡員レポート

0.0

－5.0

－10.0

－15.0

－20.0

－25.0

－30.0

－35.0

景況 売上高 収益状況

43211 121098 7657 H28.1

主要DI 値の推移概 況
　主要 DI 値の推移では、前月に比べ「景
況」、「売上高」が改善した。
　しかし、「収益状況」は前月とほぼ同じ水
準で推移している。
　非製造業の「景況」がマイナス1.7とプラ
スに近づいたものの、製造業では、マイナ
ス18.2と依然低く、厳しい状況がうかが
える。
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※�情報連絡員から頂いた景況等のコメントの一部を抜粋して掲載しています。コメントの全文については、本会ホームページに掲載しておりますの
でご覧下さい。（本会ホームページ：http://www.h-chuokai.or.jp）

非製造業（建設・運輸業）
・商業施設のテナントと老人介護施設の改修工事が多かった。昨年の同月
と比較すると、受注はほぼ同じであるが、材料の仕入れ単価は上がって
も工事単価に結びついていない。やや工事も遅れ気味である。

　住宅の改修、改築も昨年以上に多かった。� （内装工事／全道）
・先月同様業況は上向きにあり、公共工事・民間とも相当数の工事物件が
あることから、状況は良い方向に向かっている。

　地方は、相変わらず公共工事頼りで、十勝地区は民間も活発で工事量は
多めにあるが、そのほかは未だ足りない状況にある。

　道央地区は、人手不足感がある状況になっている。� （電気工事／全道）
・例年、出荷が早い大根等が天候不良で出荷遅れが目立つ。馬鈴薯も例年
は7月末に早生の出荷が始まるが今年は遅れている。

　一般カーゴについても、昨年比で減少傾向が続く。7月末には若干の回
復があったが、今後どの程度まで良化するかは想定が難しい。

　域内輸送も天候の関係から地場野菜が遅れている。気温の上昇に伴い飲
料・牧草・麦などは例年の動きとなってきている。ただ、7月末の長雨が
心配である。� （一般貨物自動車運送／石狩）

・7月後半になってから、地物野菜等の動きが良化してきているようであ
る。� （一般貨物自動車運送／小樽）

・土木関連・衣料品関連を除き、やや持ち直している様子。燃料が安い内に
車輛稼働率や貨物量を増加させたいが、ドライバー不足により増車が難
しく、せっかくの機会を逃すこともある。�（一般貨物自動車運送／札幌）

・当月前半は、天候も前年に比べて暑い日が少なく、菓子業界にとっては
追い風となり、商品がよく動いた。

　ただ、価格は小売の競争が激しくなっていることもあり、収益としては
厳しい面もある。� （菓子／全道）

・百貨店、大型店、スーパーの売上げはほぼ前年並みかやや減少した。衣料
品全般ではカジュアル衣料が好調さを維持。時計貴金属等の高価格商品
は、業種全体では微減したが単価を上げた。薬局は売上げを堅持してお
り、時期的に民芸品・お土産も売上げを伸ばし家電も健闘した。6月に続
き前年度より売上げ単価を上げている業種は増えてはいるが、全体的な
売上げとなると僅かながら減少しており個人消費に力強さは感じられ
ないようである。� （各種商品／札幌）

・魚の入荷は、旬の朝いか、生さんまがかなりの高値で旬の売上が弱い。7
月30日の土用丑は毎年かなりマスコミ等で宣伝しているが、高値であ
り、ほとんど前年並の売上だった。気温が上昇しているので衛生管理を
しっかりする。� （各種食料品／札幌）

・7月、全国の家電販売は天候の影響で西高東低であったが、道内は月末
にかけ夏らしい天気に恵まれ、またリオオリンピック、高校野球の開始、
ファイターズ人気などのイベントの盛り上がりによって4Kテレビとエ
アコンが前年比でプラス。冷蔵庫等も堅調。

　業界としては、住環境の快適化、省エネなどに関心が高まっている。�
� （電気機械器具／全道）

・例年、7月に入ると売り上げは落ちてくるのだが、昨年良かった点検・修
理の件数も伸び悩んでいる。

　新聞等でサイクリング人気が取り上げられているが、秋に向けて期待し
たい。� （自動車・自転車／全道）

・業界の経営状況は大きな変化は見られませんが、気候が良く暑くなるに
つれ、若干ではあるが散髪の回転が良いように思う。

　最近は業界（全理連）が力を入れているが、その積極性が功を奏している
のか、女性客いわゆるエステシェービングのお客様の増加が数字に表れ
ているように思う。� （理容／釧路）

・前月に続き現状維持、可もなく不可もなく状態。安定しないものの、燃料
重油は多少安価となった。� （公衆浴場／全道）

・7月は参議院選挙の影響を受け、宿泊入込は約33,260人で約1,927人減
少した。北海道新幹線で収益が上がっているのは、函館地区のみで道東
への観光客の導引は、少ない現状である。

　また、外国人客、特に台湾からの観光客は減少が著しく、韓国への流れが
出ていると聞いている。この状況から見て、道東地区の観光は、昨年と比
べ減少が大きく推移すると思われる。

　一時的にバスの高速料金の減額や道東旅行商品に高速料金減額を入れ
るなど、行政などの協力がないと、観光業界が衰退すると思われる。�
� （旅館／音更）

非製造業（卸・小売・商店街・サービス業）

・7月は前年並みの荷動きで終了した感が強い。また中元商戦も終盤にな
り大きな動きは感じられず進んだようである。中央荷受けからの末端へ
の流れは厳しい状況が続いているようだが、外食系への販売は悪くない
と感じている。

　梅雨も明けて全国的に暑さ対策の時期で、食中毒警報も出るなか、十分
注意した生産と販売を心掛けていくこと。為替の動向が読み切れない
が、輸入原料の手当てにも注意していく必要がある。�
� （水産食料品／札幌）

・味噌出荷量（道内）：単月（28年6月）　前年対比　104.7％
　醤油出荷量（道内）：単月（28年6月）　前年対比　92.1％
　6月迄の道内出荷量の累計は味噌で105.1％と順調。しかし、販売価格
は、相変わらず下降傾向にある。

　6月迄の醤油の累計は92.1％と悪い。道内の場合、全国平均よりも悪く、
先行きが心配である。

　外国産大豆のシカゴ相場は上昇傾向にあったが、豊作の観測が出てお
り、一時より価格が下がったため、メーカーとしては現在のところ安心
材料の一つになっている。� （味噌・醤油／全道）

・総体的に市況は保合
　梱包材等の受注量が減少傾向にあるが、価格については安定している。
工場の原木在庫量は、不足感なし。原木集荷は通常の動き。�
� （一般製材／全道）

・7月は天候不順が続いて果物関係の段ボール箱の出荷が悪く、道内一般

家庭の消費も悪い。業界としては昨年7月よりも厳しい景況である。�
� （加工紙／全道）

・7月の生コン出荷量は355千m3で、前月比は11.5％増、前年同月比は
8.7％増となった。

　地域別には、前年同月を上回った分会（協組）は29分会（協組）中、19分会
（協組）で前年（増加は7分会（協組））を上回った。前年同月と比較して、
増加したのは十勝地方、札幌、北見など、一方、減少したのは上川北部、室
蘭、日高などであった。� （生コンクリート／全道）

・道南では新幹線の札幌延伸発注工事がまだ動いていないことから、砂利
の動向は前年と変化ない。

　釧路地域では、平成27年度補正予算や今年度予算による公共事業量の
増により、道路補修、河川改修、海岸の災害復旧工事が動き出している。�
� （砕石／全道）

・造船業界は、中国経済の減速による船荷動き量の減少で、為替も円高で
受注が非常に厳しい状況に直面している。

　さらに、造船鋼材が2年ぶりに値上げされ環境は悪化予想。
　組合員の業況としては、修繕船、公共工事だけでは仕事量不足で売上減
少が続いている。� （金属製品／室蘭）

・前年度と比較し、金属製品の加工を行い、納品している企業は操業度が上
がっているが、製品として出荷している企業の操業度が落ちている。

　全体を平均してみると、若干下降し、そのため収益にも影響がある。春先の
忙しさが落ち着いた状態になっていると感じる。�（金属工作機械／江別）

製造業
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支部だより

『「第31回　森林の市（もりのいち）」開催』
　7月31日、旭川林業会館構内で、「第31回森林の市
（もりのいち）」が開催されました。
　木材協会、木材青壮年協議会、林産協同組合などの
上川管内木材業界団体と北海道森林管理局、上川総
合振興局、林産試験場等の行政機関との共催で実行
されたものです。
　森林の市は国有林材の PR を目的に、昭和61年に
始まり、今年で31回目を迎
える歴史のあるイベントで
す。
　一般市民が遊びながら、木
のもつ優しさ・暖かさを実感
し、森林の恵みと触れ合うこ
とのできる参加・体験型のイ
ベントで、親子連れを中心に
毎年多くの方が来場してい

ます。
　当日は天候にも恵まれ、毎年
恒例の東屋からの
餅まきや、夏休み
の自由工作にも
ぴったりな親子ト
ンカチ広場、旭川
農業高校の学生に
よるキノコのほだ木の販売等、木材を使用した様々
なイベントや体験コーナーのほか、今年は地元の
YOSAKOI チームによる演舞もあり、イベントを大
いに盛り上げました。また、終盤の目玉でもある丸太
押し相撲は手に汗握る戦いで、観客は夢中で出場者
に声援を送っていました。
　森林の市は毎年7月末に開催しており、子供から
大人まで一日中楽しめるイベントとなっています。
次回は是非参加されてみてはいかがでしょうか。

釧路市内で子供たちのために修繕奉仕活動
～釧根電気工事業協同組合～
　釧根電気工事業協同組合（福井克美理事長　組合
員127人）は、保育園や児童センターなど釧路市内の
9ヶ所で照明機器、コンセントの修繕奉仕活動を行
いました。
　今年も組合員企業から総勢16名の職員がボラン

ティアで参加し、コンセントの
破損箇所の修繕、設置場所の移
動や増設、タコ足配線の解消な
ど、日頃の業務で培った技術を活かし、修繕作業を行
いました。
　修繕してもらった市内の児童センターからは、自
分たちではなかなかできないので、本当にありがた
いという感謝の言葉とともに、作業に従事した職員
に対し、児童から感謝状が手渡されました。
　釧根電気工事業協同組合では、10年以上前から釧
路市内の学校などで、専門の電気工事技術を活かし
たボランティアを実
施しており、平成21
年からは同市内の保
育園や児童センター
で修繕奉仕活動を
行っています。

釧根支部（釧路市） 所管／釧路総合振興局・根室振興局管内
駐在職員／越川事務所長・大西主事

上川・宗谷支部（旭川市）所管／上川・宗谷総合振興局・留萌振興局管内駐在職員／今井事務所長・大瀧主事・平松主事

丸太押し相撲の様子

森林の市　ポスター

児童から感謝状を受け取る職員

コンセントの修繕を行う
職員

修繕活動
の様子
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平成27年度新設2組合のご紹介
『苫小牧廃棄物協同組合』
　苫小牧市は、家庭系一般廃棄物の収集・運搬業務を
平成25年7月から全地区で民間委託に移行させまし
た。そこで、市内の業者9社が集まり、業務を受注す
ることを目的に当組合が設立されました。
　当面は家庭系一般廃棄物の収集・運搬業務の共同
受注を行い、今年7月から試験的に実施されている
家庭ごみの戸別収集についても、2年後の全市実施
に向けて市と連携して対応していく予定です。
　組合では「戸別収集はわざわざごみステーションに
行く必要がなく、
高齢者の方々の負
担が減るので、地
域とも連携して収
集作業をしていき
たい。」と抱負を
語っています。

『白老建設業協同組合』
　当組合は、白老町の土木工事
業者・建築工事業者・設備工事
業者22人を組合員として、平成28年2月に設立され
ました。
　主な事業として、町営住宅の修繕などや学校・教員
住宅を始めとする公共施設等の維持管理の共同受注
を行っています。
　現在は約850戸ある町営住宅の修繕・管理の業務が
多く、作業を丁寧に行うだけではなく、地域に密着す
ることが大切だと考え業務に当たっているそうです。
　清水尚昭理事長は
「入居者とコミュニ
ケーションをとり、修
理や苦情等に迅速な対
応をするように心がけ
ております。」と話され
ていました。

岩見沢市　ふるさと百
ひゃっぺい

餅祭りが開催されます
　第33回「ふるさと百餅祭り」が、9月17日～19日ま
での3日間、岩見沢市中心部において開催されます。
この祭りは昭和58年に岩見沢開基100年にあわせ、
五穀豊穣や商売繁盛、長寿を祈願するとともに、商店
街の活性化を目的に発足しました。
　この祭りのメインイベントとなる大臼餅つきは、
同市特産のもち米を世界一の特大臼（直径2.1m・重
量4t）と杵（重量
200kg）でつき、
その際使用する
もち米は1回当
たり60kg、3日
間の合計では
420kg にも及
びます。餅のつ

き方は、杵をロープと櫓に取り
付けた滑車で吊り上げて約5m
の高さから落下させます。来場
者も加えた数百人が四方から一斉に杵を引っ張り上
げ、ドスンと落
とす様は迫力満
点です。また、百
個の小さい臼を
路上に並べて行
う「チビッコ百
うす餅つき」も
例年大人気の企
画となっています。
　大臼でついた餅はお汁粉にされ、来場者に無料で
振る舞われる予定です。是非、迫力ある世界一の餅つ
きを見学しに来てください。

空知支部（岩見沢市） 所管／空知総合振興局管内
担当／連携支援部　伊藤主事

胆振支部（室蘭市） 所管／胆振総合振興局管内
駐在職員／中條事務所長・千葉主事

チビッコ百うす餅つきの様子

ゴミ収集作業の様子 小学校のテニスコート転圧作業の様子

大臼餅つきの様子
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本制度は、法律に基づき独立行政法人
中小企業基盤整備機構が運営しています。

（独）中小企業基盤整備機構
共済相談室

TEL 050-5541-7171

● 月額5,000円～200,000円（5,000円単位）の範囲内で自由に選択できます。
● 掛金は全額「損金（法人）」または「必要経費（個人事業）」に算入できます。

無理のない掛金、税制面での大きなメリット！ポイント ❷

● 取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収困難となった時に貸付けが受けられます。
● 取引先との商取引の事実確認だけで、迅速に貸付けが受けられます。

中小企業で、引き続き1年以上事業を行っている方が加入できます。ポイント ❶

● 掛金総額10倍の範囲内で、回収困難となった売掛金債権等の額
● 貸付条件は「無担保・無保証人」「無利子」

最高8,000万円まで貸付けが受けられます。ポイント ❸

※ただし、貸付けを受けた場合、貸付額の10分の1の額が、積立てた
　掛金から控除されます。

● それ以降掛金を掛けなくても、共済金の貸付けは受けられますので安心です。
● 解約しても共済金の貸付けを受けていなければ積立てた掛金の全額が戻ります。

40ヶ月以上掛けていれば、ポイント ❹

経営セーフティ共済制度経営セーフティ共済制度全国加入者
約      万人の
 実   績！
3030

小規模企業共済制度小規模企業共済制度

● 事業資金等の貸付制度が利用できます（担保・保証人不要）。
● 地震・台風、火災等の災害時にも貸付けが受けられます。

事業資金の貸付け・災害時のサポートもあります！ポイント ❸

● 掛金は毎月1,000円～70,000円（500円単位）の範囲内で
自由に選択できます。

● 掛金は全額所得控除、受取りは「退職所得扱い」（一括受取）または
「公的年金等の雑所得扱い」（分割受取）となります。

無理のない掛金、税制面での大きなメリット！ポイント ❷

常時使用する従業員が20名以下
（商業・サービス業では5名以下）の個人事業主、
個人事業主の共同経営者（2名まで）
及び会社の役員の方が加入できます。

ポイント ❶



北海道中小企業団体中央会

札幌支店 札幌市中央区大通西4-1  TEL 011-241-7231

函館支店 函館市若松町3-6  TEL 0138-23-5621

帯広支店 帯広市西三条南6-20-1  TEL 0155-23-3185

旭川支店 旭川市五条通9-1703-81  TEL 0166-26-2181

釧路営業所 釧路市大町1-1-1  TEL 0154-42-0671

〒060-0001　北海道札幌市中央区北1条西7丁目 プレスト1・7 3階
TEL 011-231-1919　FAX 011-271-1109

ホームページアドレス　http://www.h-chuokai.or.jp
発行日／平成28年9月1日（毎月1日発行）

表紙写真提供：市立函館博物館＊ この機関誌は、誰もが読みやすい
ユニバーサルデザインフォントと
環境にやさしい植物油インキと再
生紙を使用しています。


